
告 示

◉金沢市告示第209号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によ

る場合を含む。）の規定により介護機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規定により次のとおり告示します。

　　令和５年７月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

事業所番号
事業所 事業者

指定年月日 サービスの種類
名　称 所在地 名　称 所在地

1740144181
石引ファーマラ

イズ薬局

金沢市石引１

丁目８番８号

ファーマライズ

株式会社

東京都中野区

中央１丁目38

番１号

令和５年

４月１日

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管

理指導

◉金沢市告示第210号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項においてその例による場合を含む。）の規定により指定介護機関から所在地を変更した旨の届出があっ

たので、生活保護法第55条の３の規定により次のとおり告示します。

　　令和５年７月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓
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○生活保護法等の規定に基づく介護機関の指定

について

○生活保護法等の規定に基づく指定介護機関の

所在地の変更について

○生活保護法等の規定に基づく指定介護機関の

廃止について

○市道の路線の認定について

○市道の区域の決定について

○道路の供用の開始について

○専ら歩行者の一般交通の用に供する道路の指

定について

●公　告

○金沢農業振興地域整備計画の変更について

●農業委員会告示

○令和５年金沢市農業委員会組織総会の招集に

ついて

●公営企業告示
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事業所番号

事業所 事業者
変更

年月日

サービスの

種類名　称
所在地

名　称 所在地
変更前 変更後

1700100082

金沢市地域包

括支援セン

ターくらつき

金沢市鞍月東１丁

目８番地２

武蔵商事ビル３階

金沢市鞍月１

丁目６番地

シニアホーム

みらい鞍月内

医療法人

社団　映

寿会

金沢市鞍月

東1丁目8番

地

令和５年

５月15日

介護予防支援

介護予防ケア

マネジメント

◉金沢市告示第211号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項においてその例による場合を含む。）の規定により指定介護機関から介護機関を廃止した旨の届出があっ

たので、生活保護法第55条の３の規定により次のとおり告示します。

　　令和５年７月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

事業所番号
事業所 事業者

指定年月日 サービスの種類
名　称 所在地 名　称 所在地

1770104659
やよい介護セン

ター

金沢市泉本町

４丁目41番地

１

有限会社　トリ

ニティ

金沢市泉１丁

目１番５号

令和５年

３月31日

訪問介護

居宅介護支援　

介護予防訪問介護　

第１号訪問事業

◉金沢市告示第212号

　道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定により、市道の路線を次のように認定します。

　なお、その関係図面は、金沢市土木局道路管理課において令和５年７月11日から同月25日まで一般の縦覧に供しま

す。

　　令和５年７月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

整理番号 路　線　名 起 点 及 び 終 点 重要な経過地

1317 小立野２丁目線 27号
小　立　野　２　丁　目

小　立　野　２　丁　目

1180番

1104番 ４

先から

先まで

3012
二 塚 12号 赤 土 町

赤 土 町

ワ

ワ

67番

68番

１

１

先から

先まで赤 土 町 線 24号

3012
二 塚 12号 赤 土 町

赤 土 町

ワ

ワ

45番

５番

１

１

先から

先まで赤 土 町 線 25号

3221
大 徳 21号 松　村　５　丁　目

松　村　５　丁　目

245番

245番

１

４

先から

先まで松村５丁目線 29号

3927
額 27号 四 十 万 町

四 十 万 町

い

い

61番

61番

10

１

先から

先まで四十万町南線 13号

4603
犀 川 ３号 末 町

末 町

弐拾弐字

弐拾弐字

14番

６番

１

１

先から

先まで末 町 南 線 35号

◉金沢市告示第213号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、市道の区域を次のように決定します。

　なお、その区域を表示した図面は、金沢市土木局道路管理課において令和５年７月11日から同月25日まで一般の縦
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覧に供します。

　　令和５年７月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

道路の種類 路　線　名 幅　員（ｍ） 延　長（ｍ）

一般市道 小立野２丁目線27号 2.7 ～ 3.9 180

一般市道 二塚12号赤土町線24号 11.1 34

一般市道 二塚12号赤土町線25号 4.9 ～ 11.1 167

一般市道 大徳21号松村５丁目線29号 6.0 38

一般市道 額27号四十万町南線13号 6.0 37

一般市道 犀川３号末町南線35号 7.0 ～ 9.6 40

◉金沢市告示第214号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次の道路の供用を開始します。

　なお、その区間を表示した図面は、金沢市土木局道路管理課において令和５年７月11日から同月25日まで一般の縦

覧に供します。

　　令和５年７月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

路　線　名 区　　　　　　間 供用開始日

小 立 野 ２丁 目 線 27号
小　立　野　２　丁　目 1180番 先から

先まで
令和５年７月11日

小　立　野　２　丁　目 1104番 ４

二 塚 12号 赤 土 町 ワ 67番 １ 先から

先まで
令和５年７月11日

赤 土 町 線 24号 赤 土 町 ワ 68番 １

二 塚 12号 赤 土 町 ワ 45番 １ 先から

先まで
令和５年７月11日

赤 土 町 線 25号 赤 土 町 ワ ５番 １

大 徳 21号 松　村　５　丁　目 245番 １ 先から

先まで
令和５年７月11日

松 村 ５丁 目 線 29号 松　村　５　丁　目 245番 ４

額 27号 四 十 万 町 い 61番 10 先から

先まで
令和５年７月11日

四 十 万 町 南 線 13号 四 十 万 町 い 61番 １

犀 川 ３号 末 町 弐拾弐字 14番 １ 先から

先まで
令和５年７月11日

末 町 南 線 35号 末 町 弐拾弐字 ６番 １

◉金沢市告示第215号

　道路法（昭和27年法律第180号）第48条の13第３項の規定により、専ら歩行者の一般交通の用に供する道路を次の

とおり指定します。

　　令和５年７月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

１　指定する道路の路線名

　　小立野２丁目線27号

２　指定する期日

　　令和５年７月11日

公 告

　農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第13条第１項の規定により、金沢農業振興地域整備計画

を令和５年７月11日に変更したので、同条第４項において準用する同法第12条の規定により公告し、当該変更後の金

沢農業振興地域整備計画書を金沢市農林水産局農業水産振興課において縦覧に供します。
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　　令和５年７月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

農 業 委 員 会 告 示

◉金沢市農業委員会告示第８号

　農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第27条第１項ただし書の規定により、令和５年金沢市農業委員

会組織総会を次のとおり招集します。

　　令和５年７月11日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

１  日時

　　令和５年７月20日午後４時

２  場所

　　金沢市第二本庁舎2301会議室

３  議案

　　金沢市農業委員会の組織構成について

公 営 企 業 告 示

◉金沢市公営企業告示第９号

　地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２の規定により水道料金及び下水道使用料の収納事務を次のと

おり委託したので、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第26条の４第１項及び金沢市企業局会計規程（昭

和55年公営企業管理規程第１号）第21条の２第３項の規定により告示します。

　　令和５年７月11日

金沢市公営企業管理者　　松　　　田　　　滋　　　人

１　委託した法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

名称及び代表者の氏名 事務所の所在地

地銀ネットワークサービス株式会社

　代表取締役社長　長谷川　芳完
東京都中央区日本橋本石町４丁目６番７号

株式会社しんきん情報サービス

　代表取締役　古佐賀 正泰
東京都港区港南１丁目８番27号

株式会社セイコーマート

　代表取締役　赤尾　洋昭
北海道札幌市中央区南９条西５丁目421番地

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役社長　永松　文彦
東京都千代田区二番町８番地８

株式会社ファミリーマート

　代表取締役社長　細見　研介
東京都港区芝浦３丁目１番21号

株式会社ポプラ

　代表取締役社長　目黒　俊治
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の１

ミニストップ株式会社

　代表取締役社長　藤本　明裕
千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１

山崎製パン株式会社

　代表取締役社長　飯島　延浩
東京都千代田区岩本町３丁目10番１号

株式会社ローソン

　代表取締役　竹増　貞信
東京都品川区大崎１丁目11番２号

ビリングシステム株式会社

　代表取締役　江田　敏彦
東京都千代田区内幸町１丁目１番１号
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ＰａｙＰａｙ 株式会社

　代表取締役　中山　一郎
東京都千代田区紀尾井町１番３号

ＬＩＮＥ Ｐａｙ 株式会社

　代表取締役　前田　貴司
東京都品川区西品川１丁目１番１号

ウェルネット株式会社

　代表取締役社長　宮澤　一洋
北海道札幌市中央区大通東10丁目11番地４

２　委託した事務

　　水道料金及び下水道使用料の収納事務

３　委託した期間

　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

◎正　誤

○令和５年４月３日付け金沢市公報第3106号の２

頁 箇所

１ 上から19行目から22行目まで

誤

○地方自治体の規定に基づく指定納付受託者の

　指定について　　　　　 （お客さまサービス課） 　20

○水道料金及び下水道使用料の収納事務の委託

　について　　　　　　　 （　　　　〃　　　　） 　20

正

○水道料金及び下水道使用料の収納事務の委託

　について　　　　　　　 （お客さまサービス課） 　20

頁 箇所

20 上から６行目から31行目まで

誤

◉金沢市公営企業告示６号

　地方自治体（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項に規定する指定納付受託者（以下「指定納付受託者」

という。）を次のとおり指定したので、同条第２項の規定により告示します。

　 （中略）

◉金沢市公営企業告示７号

正

◉金沢市公営企業告示７号

○令和５年５月１日付け金沢市公報第3109号付録

頁 箇所

11 上から７行目

誤

　６　地方自治法の規定に基づく指定納付受託者の指定について　　　　　　　　　　　　　〃　　　〃

正

　６　欠番
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